
勝浦市環境市民会議設置要綱 

平成１５年１０月９日 

告示第７６号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、勝浦市環境基本条例（平成１１年勝浦市条例第１９号）第１５条の規

定に基づき、環境の保全に関する施策に市民の意見を反映させるために設置する会議に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（名称） 

第２条 前条の会議は、勝浦市環境市民会議（以下「環境市民会議」という。）と称する。 

（所掌） 

第３条 環境市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境保全の啓蒙及び意見の具申に関する事項 

(2) 勝浦市における将来の望ましい環境像の実現を図るため策定された勝浦市環境基本

計画の進行管理に関する事項 

(3) その他環境保全に関する施策について市長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 環境市民会議は、１１名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。 

(1) 市内に組織する各種団体等から推薦を受けた者 

(2) 市内に居住又は勤務している１８歳以上の者で、公募により選出された者。ただし、

公募による選出は６名以内とする。 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱した日から２年間とし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（代表及び副代表） 

第６条 環境市民会議に代表と副代表を置く。 

２ 代表及び副代表は、委員の互選による。 

３ 代表は、会務を総理し、環境市民会議を代表する。 

４ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第７条 環境市民会議の会議は、代表が招集し、その議長となる。 

２ 環境市民会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 環境市民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す



るところによる。 

（意見等の聴取） 

第８条 環境市民会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意

見又は説明を聴くことができる。 

（事務局） 

第９条 環境市民会議の事務局は、生活環境課に置く。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、環境市民会議の運営に関し必要な事項は、代表が

別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（環境市民会議設置要綱の廃止） 

２ 環境市民会議設置要綱（平成１３年勝浦市告示第４５号）は、廃止する。 

附 則（平成１８年２月１日告示第６号） 

この告示は、平成１８年２月１７日から施行する。 

附 則（平成２０年２月１５日告示第９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前であっても、改正後の勝浦市環境市民会議設置要綱第４条に規

定する公募等の事務手続きを行うことができる。 

附 則（平成２３年１２月１５日告示第１２０号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第１２８号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 


